
校外
こうがい

生活
せいかつ

の約束
やくそく

             津幡町立津幡
つ ば た

小学校
しょうがっこう

 

1． 交通
こうつう

事故
じ こ

に気
き

をつけます。 

   ・交通
こうつう

ルールをしっかり守
まも

ります。 

・絶対
ぜったい

に飛
と

び出
だ

しをしてはいけません。 

・自転車
じてんしゃ

には正
ただ

しい乗
の

り方
かた

をします。１・２年生
ねんせい

はおうちの 

 人
ひと

がいる時
とき

に乗
の

りましょう。 

2． 線路
せんろ

の付近
ふきん

で遊
あそ

んではいけません。 

・置
おき

石
いし

をするなどのいたずら、危険
き け ん

なことをしてはいけません。 

・踏
ふ

み切
き

り以
い

外
がい

の場所
ば し ょ

をわたってはいけません。 

3． 火
ひ

遊
あそ

びや川
かわ

遊
あそ

びなどの危険
きけん

な遊
あそ

びをしてはいけません。 

4． 危険
きけん

な場所
ばしょ

（津幡
つばた

川
がわ

、水門
すいもん

、バイパスの下
した

、空
あ

き家
や

、資材
しざい

置
お

き場
ば

等
など

）へ行
い

って 

はいけません。 

5． 他人
たにん

に迷惑
めいわく

をかけません。 

・人
ひと

の家
いえ

の敷地
し き ち

に入
はい

ったり、畑
はたけ

を荒
あ

らしたりしてはいけません。 

・道路
ど う ろ

標識
ひょうしき

、ポール、自動車
じどうしゃ

、へいなどにいたずらをしてはいけません。 

・みんなで使用
し よ う

する施設
し せ つ

（公園
こうえん

、図書館
としょかん

など）は、周
まわ

りの人
ひと

のことを考
かんが

えて行動
こうどう

します。 

6． 子
こ

どもだけで校区外
こうくがい

へ行
い

きません。 

7． 帰宅
きたく

時刻
じ こ く

を守
まも

ります。 

・夏季
か き

（４月
がつ

～10月
がつ

）は午後
ご ご

６時
じ

までに、冬季
と う き

（11月
がつ

～３月
がつ

）午後
ご ご

５時
じ

までに帰宅
き た く

します。 

8． 用事
ようじ

がないのにお店
みせ

へ行
い

ったり、子
こ

どもだけでゲームコーナーに行
い

ったりしては 

いけません。 

9． 学校
がっこう

などの公 共
こうきょう

の建物
たてもの

に入
はい

ったり、用具
ようぐ

などを使用
しよう

したりするときには 必
かなら

ず 

係
かかり

の人
ひと

の許可
きょか

を受
う

けます。 

１０． 出
で

かけるときは、行
ゆ

き先
さき

を家
いえ

の人
ひと

に知
し

らせ、安全
あんぜん

で人
ひと

通
どお

りの多
おお

い道
みち

を通
とお

ります。 

１１． メディア（テレビやパソコン、スマートフォンを使
つか

ったインターネット等
など

）は、

家庭
かてい

のルールや限度
げんど

を守
まも

り正
ただ

しく使用
し よ う

します。 

 


